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・  「校内研修」の「授業研修」で実践した授業について、学習指導案及び授業の映像

等を使用して授業研究（実践発表・研究協議）を行う。人数に応じて小グループを

編成する。 
・   研修者の人数によって、時間の設定を変更する場合がある。詳細については、全体

研修Ⅱの通知による。 
 

６ 所属校における研修 （年間２日） 

  研修の期日は、６月から翌年１月までを原則とし、以下の（１）、（２）の研修をそ

れぞ れ１日実施する。 

（１） 授業研修 

    各教科、特別の教科 道徳、外国語活動(小)、総合的な学習の時間、特別活動、自

立活動等の中から、研修者の課題に基づく内容を選択し、授業研究等の研修を行う。 

（２） 課題研修 

    生徒指導、学級経営、教育相談等から、研修者の課題に基づく内容を選択し、講義

や演習等の研修を行う。 

 

７ 提出書類 

  校長は、研修対象に関わる名簿、実施報告書を提出するものとする。 

（１） 研修対象に関わる名簿について 

 

（２） 実施報告書について 

・実施報告書（様式３－１）は、校長の指導・助言の下に、研修者が作成し、提出

するものとする。 
・課題研修で、研修会等に参加して研修を行った場合は、「研修内容」の欄に、研

修会等の名称や講師名等を具体的に記載すること。 

※ 各書類の作成に当たっては、山形県教育センターの Web ページにある様式を活

用すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出書類 様式 提出先 提出期限 
研修対象に関わる

名簿 
様式１－１ 
様式５ 県教育センター所長 令和５年２月２４日（金） 

提出書類 様式 提出先 提出期限 

実施報告書 様式３－１ 
様式９ 県教育センター所長 令和６年２月 １日（木） 
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令和５年度山形県高等学校教職５年経験者研修の概要 
 

 

１ 目 的 

  教職経験５年を経過した公立学校教員を対象として、教員として必要な使命感と教育

観の深化を図るとともに、専門的な知識と技能を高め、教員としての資質と実践的指導

力の向上を図る。 

 

２ 主 催 

山形県教育委員会 

 

３ 対象者 

（１） 令和５年４月１日現在で、県内又は県外の国・公立及び私立学校（中等教育学校、

幼稚園を含む。）において、教諭としての在職期間が５年（臨時的及び期限付任用

期間を除く。）を経過した、山形県公立高等学校の教諭とする。 

（助教諭を含む。ただし養護教諭は除く。） 

（２） 令和４年度までの研修対象者で、事情により本研修を実施しなかった者とする。 

                    （助教諭を含む。ただし養護教諭は除く。） 

 

４ 研修の内容・日数等 

種  別 日数 研 修 内 容 

 

 

校
 

外
 

研
 

修
 

 

全 体 研 修 １日 

教育公務員の服務について（講義・演習） 

生徒指導における諸課題について（講義・演習） 

ジェンダー平等について（講義） 

教科別研究協議（協議） 

教 科 別 研 修 １日 授業研究、校内授業研修の実践発表 

 

校 

内 

研 

修 

 

授 業 研 修 １日 

 

教科別の研究主題に基づいた授業研究 

 

課 題 研 修
 

１日
 学級経営、生徒指導等、各自で設定した課題について

の研修 

                              (研修日数 計４日) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

５ 校外研修について 

（１） 全体研修（１日） 

  期 日：令和５年６月３０日（金） 会 場：所属校等 

  日程と内容 

日  時 研 修 内 容 方 法 講  師 

 

 
 
 
６ 
 

月 
 

30 
 

日 
 
(金) 
 

 

9:30～ 9:50 受 付   

10:00～10:10 開講式・諸連絡   

10:10～11:40 教育公務員の服務について 
講 義 

演 習 

県教育庁教職員課管理主事

等  

12:40～13:40 ジェンダー平等について 講 義 大学教授等 

14:00～15:30 
生徒指導における諸課題につ

いて 

講 義 

演 習 
県教育センター指導主事 

15:45～16:00 閉講式・諸連絡   

16:00～16:30 
教科別研修の研究テーマ設定
及び授業候補者の決定 
アンケート記入 

協 議 県教育センター指導主事 

  ※ オンライン開催とする。 

 

（２） 教科別研修（１日） 

  期 日（基準日）：令和５年１０月３日（火） 会 場：教科別研究授業実施校 

  日程と内容 

日  時 研 修 内 容 方 法 
 

講  師 
 

 

 
10 
 

月 
 

３ 
 

日 
 
(火) 
 

9:30～ 9:50 受 付   

10:00～10:10 諸連絡   

10:10～12:00 研究授業の実施と研究討議 
研究授業

 

研究討議
 

県教育庁高校教育課指導主事 
県教育庁スポーツ保健課主査 
県教育センター指導主事 等 

13:00～16:10 授業研究の実践発表と討議 研究討議 
県教育庁高校教育課指導主事 
県教育庁スポーツ保健課主査 
県教育センター指導主事 等 

16:10～16:30 アンケート記入及び諸連絡   

  ※ 教科により、実施期日が異なる場合がある。 

  ※ 教科により、初任者研修・中堅教諭等資質向上研修と合同で行う場合がある。 

  ※ 各教科の期日・会場校は、全体研修（６月３０日）における協議を経て決定する。 

  ※ 日程と内容は、教科により若干異なる場合がある。 

  ※ 教科別研修日程要項は、別途通知する。 

 

 

※ 
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※ 
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（３） 教科別研修の携行品 

① 校内研修の授業研修で実施した内容を、「成果と課題」としてＡ４判１枚程度に

まとめたもの（教科別研修時、様式１０参照） 

② ①以外の携行品は別途通知する。 

   

６ 校内研修について 

（１） 授業研修について 

  ① 教科別の研究主題（６月３０日の全体研修で決定）に基づき実施すること。 

  ② 実施した内容を「成果と課題」としてＡ４判１枚程度にまとめ、教科別研修にお

いて提出すること。 

 

（２） 課題研修について 

  ① 校長の了承を得て、研修者の研修計画に基づき実施すること。 

  ② 学級経営、生徒指導等の領域について、各自課題を設定して実践すること。その

際は、教務、学年等の各担当者との協力・連携のもとに行うこと。 

 

 ７ 提出書類 

校長は、研修対象に関わる名簿及び実施報告書を提出するものとする。（提出先

は次のとおり） 

県立高等学校……県教育センター所長あて 

市立高等学校……市教育委員会教育長あて（山形市） 

提出書類 様式 提出先 提出期限 

研修対象に関わる 

名簿 
様式１－１ 県教育センター所長

又は 

市教育委員会教育長 

令和５年２月２４日（金） 

実施報告書 様式３－１ 令和６年２月 １日（木） 

 

  ※ 市立高等学校の当該市教育委員会は、該当者名簿及び実施報告書を、県教育委員会に提出

するものとする。 

 ※ 各書類の作成に当たっては、山形県教育センターのWebページにある様式を活用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


